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個人情報・ 死者情報の取扱いに係る特記事項 

 

（ 基本的事項）  

第１ 条 乙は、 こ の契約によ る業務（ 以下「 業務」 と いう 。） を 行う に当たっ ては、 個人の権利利益を侵害する

こ と のないよう 個人情報（ 個人情報の保護に関する 法律（ 平成15年法律第57号） 第２ 条第１ 項に規定する個人

情報をいう 。 以下同じ 。） を適正に取り 扱わなければなら ない。  

（ 秘密の保持）  

第２ 条 乙は、 業務に関し て知り 得た個人情報を他に漏ら し てはなら ない。  

２  乙は、 業務に従事し ている者又は従事し ていた者（ 以下「 従事者」 と いう 。） が、 当該業務に関し て知り 得

た個人情報を他に漏ら さ ないよう にし なければなら ない。  

３  前２ 項の規定は、 こ の契約が終了し 、 又は解除さ れた後においても 、 同様と する。  

 （ 目的外保有・ 利用の禁止）  

第３ 条 乙は、 業務の目的以外の目的のために、 業務に関し て知り 得た個人情報を 保有し 、 又は利用し てはなら

ない。  

（ 第三者への提供の禁止）  

第４ 条 乙は、 業務に関し て知り 得た個人情報を第三者に提供し てはなら ない。 ただし 、 あら かじ め甲が書面又

は電磁的記録で承諾し た場合には、 こ の限り でない。  

（ 再委託等の禁止）  

第５ 条 乙は、 業務を第三者（ 乙の子会社（ 会社法（ 平成17年法律第86号） 第２ 条第１ 項第３ 号に規定する子会

社をいう 。） を含む。） に委託し 、 又は請け負わせてはなら ない。 ただし 、 あら かじ め甲が書面又は電磁的記録

で承諾し た場合には、 こ の限り でない。  

２  前項ただし 書の場合には、 乙は、 こ の契約により 乙が負う 個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者

（ 以下「 再委託先」 と いう 。） にも 遵守さ せなければなら ない。  

３  前項の場合において、 乙は、 再委託先における個人情報の取扱いを管理し 、 監督し なければなら ない。  

（ 個人情報の引渡し ）  

第６ 条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡し は、 甲が指定する方法、 日時及び場所で行う も のと する。  

２  乙は、 業務を行う ために甲から 個人情報の引渡し を受けると きは、 甲に対し 当該個人情報を預かる旨の書面

又は電磁的記録を交付し なければなら ない。  

（ 複製・ 複写の禁止）  

第７ 条 乙は、 業務において利用する個人情報（ 業務を行う ために甲から 引き 渡さ れ、 又は乙が自ら 収集し た個

人情報をいう 。 以下同じ 。） を複写し 、 又は複製し てはなら ない。 ただし 、 あら かじ め甲が書面又は電磁的記

録で承諾し た場合には、 こ の限り でない。  

（ 安全管理措置）  

第８ 条 乙は、 業務において利用する個人情報を取り 扱う に当たり 、 甲と 同等の水準をも っ て、 当該個人情報の

漏えい、 滅失、 毀損又は不正な利用（ 以下「 漏えい等」 と いう 。） の防止その他の当該個人情報の安全管理の

ために必要かつ適切な措置を講じ なければなら ない。  

（ 研修実施時における報告）  

第８ 条の２  乙は、 その従事者に対し 、 個人情報を取り 扱う 場合に当該従事者が遵守すべき 事項、 個人情報の保

護に関する法令等に基づく 罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じ た際に負う 民事上の責任についての研修

を実施し 、 甲が指定する方法で報告し なければなら ない。  

２  第５ 条第１ 項ただし 書により 再委託先がある場合には、 乙は、 再委託先に対し 、 前項の研修を実施さ せ、 同

項の報告を受けなければなら ない。  

３  前項の場合において、 乙は、 再委託先から 受けた報告について甲に報告し なければなら ない。  

（ 事故発生時における報告）  
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第９ 条 乙は、 業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ 、 又は生ずるおそれがあるこ と を知っ た

と きは、 当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき 事由の有無にかかわら ず、 直ちに甲に対し 報告し 、 その指

示に従わなければなら ない。  

２  甲は、 業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生し た場合には、 必要に応じ て当該事故に関す

る情報を公表するこ と ができ る。  

（ 個人情報の返還等）  

第10条 乙は、 こ の契約又は業務の終了時に、 業務において利用する個人情報を、 直ちに甲に対し 返還し 、 又は

引き渡すも のと する。  

２  前項の規定にかかわら ず、 こ の契約又は業務の終了時に、 甲が別に指示し たと き は、 乙は、 業務において利

用する個人情報を廃棄（ 消去を含む。 以下同じ 。） するも のと する。 こ の場合において、 乙は、 個人情報の廃

棄に際し 甲から 立会いを求めら れたと き は、 こ れに応じ なければなら ない。  

３  乙は、 業務において利用する個人情報を廃棄する場合には、 当該個人情報が記録さ れた電磁的記録媒体の物

理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能と するために必要な措置を講じ なければなら ない。  

４  乙は、 業務において利用する個人情報を廃棄し たと き は、 廃棄し た日時、 担当者、 方法等を記録すると と も

に、 甲の求めに応じ て、 当該記録の内容を甲に対し 報告し なければなら ない。  

（ 定期的報告）  

第11条 乙は、 甲が定める期間ごと に、 こ の特記事項の遵守状況について甲が指定する方法で報告し なければな

ら ない。  

２  第５ 条第１ 項ただし 書により 再委託先がある場合には、 乙は、 再委託先から 、 前項の報告を受けなければな

ら ない。  

３  前項の場合において、 乙は、 再委託先から 受けた報告について甲に報告し なければなら ない。  

（ 監査）  

第12条 甲は、 業務において利用する個人情報の取扱いについて、 こ の特記事項の遵守状況を検証し 、 又は確認

するため、 乙（ 再委託先があると きは、 再委託先を含む。 以下こ の条において同じ 。） に対し て、 実地におけ

る検査その他の監査を行う こ と ができ る。  

２  甲は、 前項の目的を達するため、 乙に対し て、 必要な情報を求め、 又は業務に関し 必要な指示をするこ と が

できる。  

（ 損害賠償）  

第13条 乙の責めに帰すべき事由により 、 乙が個人情報の保護に関する法律、 鳥取県個人情報保護条例（ 令和４

年鳥取県条例第29号） 又はこ の特記事項の規定の内容に違反し 、 又は怠っ たこ と により 、 甲に対する損害を発

生さ せた場合は、 乙は、 甲に対し て、 その損害を賠償し なければなら ない。  

２  乙又は乙の従事者（ 再委託先及び再委託先の従事者を含む。） の責めに帰すべき 事由により 、 業務において

利用する個人情報の漏えい等の事故が発生し た場合は、 乙は、 こ れにより 第三者に生じ た損害を賠償し なけれ

ばなら ない。  

３  前項の場合において、 甲が乙に代わっ て第三者の損害を賠償し たと きは、 乙は遅滞なく 甲の求償に応じ なけ

ればなら ない。  

（ 契約解除）  

第14条 甲は、 乙が個人情報の保護に関する法律、 鳥取県個人情報保護条例又はこ の特記事項の規定の内容に違

反し ていると 認めたと き は、 こ の契約の全部又は一部を解除するこ と ができ るも のと する。  

（ 死者情報の取扱い）  

第15条 乙が業務を行う ために死者情報（ 鳥取県個人情報保護条例第２ 条第１ 項第６ 号に規定する死者情報をい

う 。 以下同じ 。） を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても 、 第２ 条から 前条までと 同様と す

る。  

 

（注）甲は鳥取県、乙は受託者をいう。 
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個人情報・ 死者情報の取扱いに係る特記仕様書 

 

甲及び乙は、 こ の契約による業務を 処理するための個人情報及び死者情報の取扱いについて、 別記「 個人情報・ 死者

情報の取扱いに係る 特記事項」（ 以下「 特記事項」 と いう 。） を遵守する に当たっ ては、 次の仕様のと おり と し なければ

なら ない。  

 

１  基本的事項（ 特記事項第１ 条関係）  

  甲は、 乙に対し 、 個人の権利利益を 侵害するこ と のないよ う 、 こ の契約による業務に係る 個人情報の適正な取扱い

について次表のと おり 教示する。  

( １ )  甲から 受託し た事務に係る個人情報の適正な取扱いについて講じ なければなら ない安全管理措置の対象は、

個人データ に限定さ れるも のではなく 、 個人情報全般に対し 及ぶも のであるこ と 。  

〔 個人情報の保護に関する法律第66条第２ 項〕  

( ２ )  個人情報保護委員会から 示さ れている 「 個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイ ド （ 行政機関

等向け）」 別添「 行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」 に準ずるこ と 。  

〔 個人情報保護委員会URL ht t ps: //www. ppc. go. j p/per sonal i nf o/l egal /#gyosei _ Gui de〕  

( ３ )  個人情報保護委員会から 示さ れている 「 個人情報の保護に関する法律についてのガイ ド ラ イ ン（ 個人情報取

扱事業者等に係る ガイ ド ラ イ ン）」 の企業規模別での取扱いを 参酌し て差し 支えないが、 こ れを も っ て ( ２ ) の

基準を免れるも のと 解釈し てはなら ないこ と 。  

    〔 個人情報保護委員会URL ht t ps: //www. ppc. go. j p/news/〕  

２  第三者への提供の承諾（ 特記事項第４ 条関係）  

  特記事項第４ 条ただし 書に規定する甲の承諾は、 施行文書番号（ 甲の電子決裁等システム（ 鳥取県文書の管理に関

する規程（ 平成24年鳥取県訓令第２ 号） 第２ 条第１ 項第９ 号に規定する電子決裁等システムをいう 。） を利用し て取得

し た番号をいう 。 以下同じ 。） を付し た書面又は電磁的記録で行う も のと する。  

３  再委託等の承諾（ 特記事項第５ 条関係）  

  特記事項第５ 条第１ 項ただし 書に規定する 甲の承諾は、 施行文書番号を 付し た書面又は電磁的記録で行う も のと す

る。  

４  業務に関する甲乙間の個人情報の引渡し に係る指定（ 特記事項第６ 条関係）  

  特記事項第６ 条第１ 項に規定する甲の指定は、 次に掲げる基準の中から 定めるも のと する。  

 ( １ )  方法 

  ア 個人情報の記録媒体が用紙である場合 

    手交又は郵送 

  イ  個人情報の記録媒体が電磁的記録である場合 

   ( ア)  当該電磁的記録を有形物（ 光ディ スク ） に収録する場合 

手交又は郵送 

( イ )  当該電磁的記録を無形物（ フ ァ イ ル） のままと する場合 

甲が指定するフ ァ イ ル交換システム、 電子申請システム、 オンラ イ ンスト レ ージシステム等の利用 

 ( ２ )  日時 

    甲乙間において、 事前に協議し て定める。  

 ( ３ )  場所 

    甲の事務所又は後記７ ( １ ) 表中④の作業場所の所在する乙の事務所 

５  業務に関する甲乙間の個人情報の引渡し に係る記録（ 特記事項第６ 条関係）  

 ( １ )  特記事項第６ 条第２ 項の当該個人情報を預かる旨には、 次に掲げる事項を記載し なければなら ない。  

  ア 引渡者たる甲の名称等 

イ  受領者たる乙の名称又は氏名 

ウ こ の契約又は業務の名称 

  エ 乙が引渡し を受けた個人情報の名称等 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/#gyosei_Guide
https://www.ppc.go.jp/news/
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オ 乙が引渡し を受けた日時及び場所 

 ( ２ )  特記事項第６ 条第２ 項に規定する電磁的記録の交付は、 甲乙間の協議により 、 次に掲げる 基準の中から 定める

も のと する。  

  ア PDF形式のフ ァ イ ル 

次に掲げるいずれかの方法で甲に対し 送信するこ と 。  

( ア)  甲が指定するフ ァ イ ル交換システム、 電子申請システム、 オンラ イ ンスト レ ージシステム等の利用 

( イ )  甲が指定する電子メ ールアド レ スを宛先と する電子メ ールへの添付 

乙があら かじ め甲に届出をし た電子メ ールアド レスから 送信するも のに限る。  

  イ  甲が指定する電子メ ールアド レ スを宛先と する電子メ ールへの直接記入 

乙があら かじ め届出をし た電子メ ールアド レ スから 送信するも のに限る。  

６  複製・ 複写の承諾（ 特記事項第７ 条関係）  

  特記事項第７ 条ただし 書に規定する甲の承諾は、 施行文書番号を付し た書面又は電磁的記録で行う も のと する。  

７  乙が甲と 同等の水準をも っ て講じ なければなら ない安全管理措置（ 特記事項第８ 条関係）  

( １ )  個人情報の保護に関する 法律第66条第２ 項の規定によ り 、 乙は、 業務において利用する 個人情報を 取り 扱う に

当たり 、 当然に、 甲と 同等の水準を も っ て、 当該個人情報の漏えい等の防止その他の当該個人情報の安全管理の

ために必要かつ適切な措置（ 以下「 安全管理措置」 と いう 。） を講じ なければなら ないと こ ろ であり 、 特記事項第

８ 条においても こ の旨を確認し たと こ ろである。  

ついては、 乙は、 乙が業務において利用する 個人情報を 取り 扱う に当たり 、 その安全管理措置について甲と 同

等の水準を確保するため、 次表のと おり 所要の措置を講ずるも のと する。  

① 乙は、 業務において利用する 個人情報等の安全管理について、 内部における 責任体制（ 個人情報等の漏え

いの発生等に備えた連絡・ 対処体制を含む。） を構築し 、 その体制を維持し なければなら ない。  

② 乙は、 業務において利用する 個人情報等の取扱いの従事者を 定め、 併せて当該従事者の中から その責任者

（ 以下「 責任者」 と いう 。） を 定め、 前記①の責任体制と と も に、 あら かじ め甲に報告し なければなら ない。

こ れら を変更し よう と すると きも 、 同様と する。  

③ 前記５ 及び後記８ について遵守する。  

④ 乙は、 業務において利用する個人情報等を取り 扱う 場所（ 以下「 作業場所」 と いう 。） を特定し 、 あら かじ

め甲に報告し なければなら ない。 その特定し た作業場所を 変更し よ う と すると き も 、 同様と する。 甲は、 特

記事項第12条に基づき 、 必要に応じ て作業場所の現況を確認するも のと する。  

⑤ 乙は、 業務において利用する 個人情報等を 作業場所から 持ち出し てはなら ない。 ただし 、 あら かじ め甲が

書面又は電磁的記録で承諾し た場合には、 こ の限り ではない。  

⑥ 乙は、 業務において利用する個人情報等を運搬する場合は、 その方法（ 以下「 運搬方法」 と いう 。） を特定

し 、 あら かじ め甲に報告し なければなら ない。 その特定し た運搬方法を 変更し よう と すると き も 、 同様と す

る。  

⑦ 乙は、 業務において利用する 個人情報等について使送、 郵便、 電子メ ールその他のイ ン タ ーネッ ト の利用

等によ り 外部に送付する 場合は、 その方法（ 以下「 送付方法」 と いう 。） を特定し 、 あら かじ め甲に報告し な

ければなら ない。 その特定し た送付方法を変更し よう と すると き も 、 同様と する。  

⑧ 乙は、 従事者をし て前記⑦に基づき 報告し た送付方法によ り 業務において利用する 個人情報等を 送付さ せ

る場合は、 次のアから エまでに掲げる事項を遵守さ せなければなら ない。  

ア 送付先及び送付物に誤り がないか確認するこ と 。  

イ  送付先の情報及び送付内容が第三者に知ら れないよう にするこ と 。  

ウ 送付物の内容により 適切な送付方法を選択するこ と 。  

  郵便にあっ ては、 郵便追跡サービスを付加する も の（ 特殊郵便） を 用いる こ と 。 ただし 、 乙において、

差出人、 受取人、 郵便の種類、 取扱区分及び特徴、 貼り 付けた切手等の支払い済みの郵便料金、 差し 出し

た場所並びに差し 出し た日時を記録し 、 も っ て郵便物等事故調査の依頼を 可能と する 場合には、 こ の限り

でない。  
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エ 上記ア及びイ について従事者によ る 送付の都度複数人により 確認する こ と 及び上記ウについて責任者が

了解し ているこ と その他責任者が指示し た安全対策を講じ るこ と 。  

⑨ 乙は、 こ の契約による 業務を 処理する ために使用する こ と と し たパソ コ ン 等（ 外部記録媒体を 含む。 以下

同じ 。） 以外のパソ コ ン等を使用し てはなら ない。  

⑩ 乙は、 こ の契約による 業務を 処理する パソ コ ン等に、 フ ァ イ ル交換ソ フ ト その他情報漏えい等につながる

おそれがあるソ フ ト ウェ アをイ ンスト ールし てはなら ない。  

なお、 ク ラ ウド サービ スを 利用する 場合は、 ク ラ ウド サービ スに対する 各種の認定・ 認証制度（ I SMAP、

I SO/I EC27001・ 27017・ 27018、 JI SQ27001等） の適用状況から 、 ク ラ ウド サービスの信頼性が十分であるこ と

を総合的かつ客観的に評価し 選定するこ と 。  

⑪ 乙は、 業務において利用する 個人情報等を 、 秘匿性等その内容に応じ て、 次のアから エまでに掲げる と お

り 管理し なければなら ない。  

ア 当該個人情報等は、 金庫、 保管庫又は施錠若し く は入退室管理の可能な保管室に保管し なければなら な

い。  

イ  当該個人情報等を 電子データ と し て保存又は持ち 出す場合は、 暗号化処理又はこ れと 同等以上の保護措

置をと ら なければなら ない。  

ウ 当該個人情報等を 電子データ で保管する 場合、 当該データ が記録さ れた外部記録媒体及びそのバッ ク ア

ッ プの保管状況及び個人情報等の正確性について、 定期的に点検し なければなら ない。  

エ 当該個人情報等を 管理する ための台帳を 整備し 、 個人情報等の受け渡し 、 利用、 複写又は複製、 保管、

廃棄等の取扱いの状況、 年月日及び担当者を記録し なければなら ない。  

( ２ )  乙が講じ なければなら ない個人情報の取扱いに係る安全管理措置に関する情報については、 政府（ 個人情報保

護委員会ウェ ブサイ ト 等） において公表さ れている ので、 乙は、 業務において利用する個人情報等の取扱いを 開

始する に当たり 、 適宜、 当該情報を 参考と し 、 併せて、 政府から 配付さ れている 資料、 ツ ール等を参考と し 、 又

は活用するも のと する。  

( ３ )  乙は、 こ の特記事項及びこ の特記仕様書の解釈等、 業務において利用する 個人情報等の取扱いについて疑義が

生じ た場合には、 その都度甲に確認し 、 業務を 行う も のと する 。 こ の限り において、 甲は、 甲における 情報セキ

ュ リ ティ に係る管理体制の維持に支障がない範囲で乙に対し 情報の提供等を行う も のと する。  

８  従事者等の研修（ 特記事項第８ 条の２ 関係）  

( １ )  特記事項第８ 条の２ 第１ 項の研修は、 従事者（ 責任者を含む。） に業務において利用する個人情報等の取扱いを

開始さ せる前に少なく と も １ 回は行わなければなら ない。  

( ２ )  特記事項第８ 条の２ 第１ 項の研修の内容には、 少なく と も 次表に掲げる も のの受講を 含むも のと する 。 ただし 、

乙において、 次表に掲げるも のと 同等の水準以上のも のと 認める研修を実施する場合には、 こ の限り でない。  

① 政府広報オンラ イ ン「 個人情報保護法の概要」 の視聴 

令和２ 年改正個人情報保護法の全面施行を 受けた「 個人情報保護法」 の概要について、 用語解説から 個人

情報取扱事業者が個人情報を取り 扱う 際の義務まで解説するも の。  

 〔 URL ht t ps: //www. gov-onl i ne. go. j p/pr g/pr g25176. html 〕  

② 政府広報オンラ イ ン「 個人情報保護法上の安全管理措置」 の視聴 

 個人情報取扱事業者において、 取り 扱う 個人データ の漏えい等の防止、 その他個人データ の安全管理のた

めに講じ なければなら ないと さ れる 、 必要かつ適切な措置について具体的な手法を 例示し ながら 紹介するも

の。  

 〔 URL ht t ps: //www. gov-onl i ne. go. j p/pr g/pr g25177. html 〕  

③ 政府広報オンラ イ ン「 個人情報の取扱いに関する規律等の整備と お役立ちツールのご紹介」 の視聴 

個人情報取扱事業者は、 個人データ を 適正に取り 扱う ため、 基本方針を 策定する こ と や安全管理措置と し

て具体的な取扱いに係る 規律を 整備する こ と が重要である と こ ろ 、 こ れら の規律等の説明に加え、 個人情報

保護委員会ウェ ブサイ ト に掲載し ている お役立ち ツ ールお役立ち ツ ール（ 自己点検チェ ッ ク リ スト 、 個人デ

ータ 取扱要領例等） について紹介するも の。  

https://www.gov-online.go.jp/prg/prg25176.html
https://www.gov-online.go.jp/prg/prg25177.html
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 〔 URL ht t ps: //www. gov-onl i ne. go. j p/pr g/pr g25178. html 〕  

④ 政府広報オンラ イ ン「 個人データ の漏えい等事案と 発生時の対応について」 の視聴 

令和４ 年４ 月１ 日から 、 個人データ の漏えい等が発生し 個人の権利利益を 害する おそれがある 場合、 個人

情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化さ れたこ と について分かり やすい解説で紹介するも の。  

 〔 URL ht t ps: //www. gov-onl i ne. go. j p/pr g/pr g24040. html 〕  

個人情報保護委員会URL ht t ps: //www. ppc. go. j p/per sonal i nf o/l egal /l eakAct i on/#movi e 

( ３ )  特記事項第８ 条の２ 第２ 項の研修についても 、 前記( １ ) 及び( ２ ) と 同様と する。  

９  事故発生時における報告（ 特記事項第９ 条関係）  

 ( １ )  特記事項第９ 条第１ 項に規定する報告は、 次のと おり と する。  

ア 一先報告 

乙において、 当該事故が発覚し た場合には、 直ち に、 当該事故に係る個人情報の内容、 数量、 発生場所、 発生

状況等について甲に一先ず報告をし なければなら ない。  

イ  速報 

甲の指定する日時（ 当該事故の発覚の日から 起算し て最長３ 日以内を原則と する。） までに次に掲げる記入様式

の例により 書面又は電磁的記録を甲に提出し なければなら ない。  

   ( ア)  記入様式 

      政府が個人情報保護委員会ウェ ブサイ ト において配付し ている民間事業者用参考資料 

      〔 URL ht t ps: //www. ppc. go. j p/per sonal i nf o/l egal /l eakAct i on/#r epor t 〕  

   ( イ )  備考 

      鑑文については引用法条を省略し て単に「 次のと おり 報告し ます。」 と 書き 改め、 宛先については甲と 書き

改めるこ と 。  

  ウ 確報 

    甲の指定する日時（ 当該事故の発覚の日から 起算し て最長３ 週間以内を原則と する。） までに前記イ と 同様の方

法により 甲に提出し なければなら ない。  

10 業務等終了時の個人情報の返還又は引渡し （ 特記事項第10条関係）  

 ( １ )  甲は、 特記事項第10条第１ 項に規定する返還又は引渡し について、 あら かじ め乙から 求めがあっ た場合には、

当該返還又は引渡し と 引換えに次に掲げる事項を記載し た書面又は電磁的記録を乙に交付し なければなら ない。  

  ア 返還者又は引渡者たる乙の名称等 

イ  受領者たる甲の名称等 

ウ こ の契約又は業務の名称 

エ 甲が返還又は引渡し を受けた個人情報の名称等 

オ 甲が返還又は引渡し を受けた日時及び場所 

 ( ２ )  前号に規定する電磁的記録の交付は、 甲乙間の協議により 、 次に掲げる基準の中から 定めるも のと する。  

  ア PDF形式のフ ァ イ ル 

次に掲げるいずれかの方法で乙に対し 送信するこ と 。  

( ア)  甲が指定するフ ァ イ ル交換システム、 電子申請システム、 オンラ イ ンスト レ ージシステム等の利用 

( イ )  乙があら かじ め届出をし た電子メ ールアド レ スを宛先と する電子メ ールへの添付 

甲があら かじ め指定をし た電子メ ールアド レ スから 送信するも のに限る。  

  イ  乙があら かじ め届出をし た電子メ ールアド レスを宛先と する電子メ ールへの直接記入 

甲があら かじ め指定をし た電子メ ールアド レ スから 送信するも のに限る。  

 ( ３ )  当該返還又は引渡し と 引換えに第１ 号に規定する書面又は電磁歴記録の交付を要さ なかっ た場合において、 当

該返還又は引渡し の後相当の期間内に乙から 求めがあっ たと きも 、 前２ 号と 同様と する。  

11 業務等終了時の個人情報の廃棄（ 特記事項第10条関係）  

 ( １ )  特記事項第10条第２ 項に規定する指示は、 書面又は電磁的記録で行う も のと する 。 こ の場合において、 電磁的

記録による指示は、 前記10( ２ ) の例によるも のと する。  

https://www.gov-online.go.jp/prg/prg25178.html
https://www.gov-online.go.jp/prg/prg24040.html
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/#movie
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/#report
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 ( ２ )  特記事項第10条第４ 項に規定する報告は、 完全に廃棄又は消去を し た旨の証明書（ 情報の項目、 媒体の名称、

数量、 廃棄又は消去の方法、 責任者、 廃棄又は消去の年月日が記載さ れた書面又は電磁的記録） を 甲に提出する

こ と を も っ て行わなければなら ない。 ただし 、 他の法令に基づき 乙において一定期間の保管が義務付けら れてい

る個人情報等については、 乙は、 廃棄又は消去をする こ と ができ ない個人情報等の概要に関する 情報（ 情報の項

目、 媒体の名称、 数量、 廃棄又は消去を し ない根拠法令、 責任者、 法令に基づき 予定さ れる廃棄又は消去の年月

日） を当該証明書に記載すれば足り る。  

 ( ３ )  前号の証明書の提出については、 前記４ の例によるも のと する。  

12 定期的報告（ 特記事項第11条関係）  

  特記事項第11条第１ 項に規定する定期的報告は、 次のと おり と する。  

 ( １ )  開始時報告 

  ア 対象 

    こ の特記仕様書の交付があっ た場合全て 

  イ  時期 

    次に掲げるその都度と する。  

   ( ア)  こ の契約の期間の開始の日又は業務において利用する 個人情報等の乙における取扱いの開始の日のいずれ

か早い日から １ 月以内 

   ( イ )  こ の契約の期間又は業務において利用する 個人情報等の乙における取扱いの期間が１ 年以上である場合に

は、 毎年４ 月中（ 末日が閉庁日である場合には翌開庁日まで）  

  ウ 内容 

    乙は、 本件事務に係る個人情報の取扱いの開始時（ 前記イ ( イ ) の場合にあっ ては、 報告の日） における前記７

に規定する 責任体制、 責任者、 作業場所、 運搬方法、 送付方法、 研修その他の安全管理措置について、 別添「 安

全管理措置に係る報告兼届出書」 により 甲に報告し なければなら ない。  

 ( ２ )  中間報告 

  ア 対象 

    こ の契約又は業務において利用する個人情報等の乙における取扱いの期間が１ 年以上である 場合であっ て、 か

つ当該期間が後記イ の日に係るも のに限る。  

  イ  時期 

    甲が別に指定すると こ ろ により 、 毎年８ 月から 11月までの間で甲が別に定める日を基準と する。  

ウ 内容 

乙は、 甲の指示があっ た場合には、 前記イ の日を 基準と する特記事項の遵守状況に係る自己点検を 行い、 甲が

指定する電子申請システム等に入力し なければなら ない。  

13 死者情報の取扱い（ 特記事項第15条関係）  

乙が業務を行う ために死者情報を 利用する 場合における 当該死者情報の取扱いについても 、 第２ 項から 前項までと

同様である。  

 

（ 注）  甲は鳥取県、 乙は受託者をいう 。  
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別添様式「 安全管理措置に係る報告兼届出書」  

 

調査項目 内  容 

１  受託者の名称等 

 ( 注)  受託者と は、 県と の契約等における 名称を

問わず、 個人情報の保護に関する 法律第66条

第２ 項各号に掲げる 者に該当する 場合のも の

をいいます。 以下同じ 。  

 

□ 鳥取県競争入札参加資格者 

□ 鳥取県出資法人（ 出資比率： □ 全部 □ ２ 分の１ 以上 □ ４ 分の１ 以上 □ ４ 分の１ 未満）  

□ 個人事業主 □ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるも の 

□ その他（                                            ）  

２  業務に係る作業所属の名称  

３  業務に係る責任者の役職の名称  

４  業務に係る緊急連絡先 ① 電話番号 

   

② 電子メ ールアド レス 

   

５  業務に係る従事者（ 責任者を含む。） の人数  

６  個人情報保護関連資格等の有無 □ プラ イ バシーマーク （ Ｐ マーク ）  □ Ｉ Ｓ ＭＳ  

□ その他の資格（                                         ）  

□ 個人情報保護関係の損害保険に加入 

７  個人情報保護に関する社内規程等の有無 □ 個人情報の利用、 保存、 廃棄等に関する管理規程、 手順書、 手引書等 

□ 個人情報の漏えい、 紛失、 滅失、 盗難等に係る事故発生時の対応規程、 手順書、 手引書等 

□ 個人情報保護についての従業員と の雇用契約、 誓約書等への明記 

□ その他の規程（                                         ）  

□ 規程なし  

８  個人情報保護に関する研修の実施 □ 次に掲げる頻度において 

 □ 業務において利用する個人情報の取扱い開始前に 

□ 年 回（ 直近の実施年月日：   年  月）  

各責任者及び従事者において次のと おり 実施済み 

  □ 特記仕様書８ ( ２ ) ①から ④までに掲げる研修動画の視聴 

□ 次に掲げる研修又は教育 

（                                           ）  

□ その他（                                           ）  
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９  個人情報保護に係る 内部点検・ 検査・ 監査の方

法等 

 

10 業務において利用する個人情報を取り 扱う 作業場所等の管理体制 

( 注)  作業を鳥取県の庁舎内部でのみ行い、 かつ、 受託者が、 鳥取県所有のパソ コ ン、 タ ブレ ッ ト 等の電子計算機のみを使用する場合には、 記入不要です。 ただし 、

作業を 鳥取県の庁舎内部でのみ行い、 かつ、 受託者所有の電子計算機を使用する場合には、 ( ３ ) 中「 電磁的媒体」 の項、 ( ５ ) 、 ( ６ ) 及び( ７ ) に限り 記入し てく だ

さ い。  

( １ )  作業場所の所在地 〒 

 

( ２ )  作業場所の入退室管理 ① 作業場所の入室可能人数 

 □ 上記５ の従事者（ 責任者を含む。） のみ 

 □ 従事者以外の入室可（ □ 上記外  名 □ その他（                              ））  

② 入退室者の氏名及び時刻の記録 

 □ なし （ 施錠のみ、 身分証の提示のみ等）  

 □ あり  □ 用紙への記入 □ Ｉ Ｃ カ ード 等により Ｉ Ｄ 等をシステムに記録 

      □ カ メ ラ や生体認証等により 特定個人の入退室時刻を記録 

      □ その他（                                              ）  

 □ その他（                                                   ）  

( ３ )  個人情報の保管場所 ① 紙媒体（ 用紙）  

  □ 鍵付き書庫 □ 耐火金庫 □ 専用の保管室 □ 取扱いなし  

  □ その他（                                                  ）  

② 電磁的媒体 

  □ 鍵付き書庫 □ 耐火金庫 □ 専用の保管室 □ 取扱いなし  

  □ その他（                                                  ）  

( ４ )  作業場所の防災体制 □ 常時監視 □ 巡回監視 □ 耐火構造 □ 免震・ 制震構造 

□ その他（                                                    ）  

( ５ )  個人情報の運搬方法 ① 紙媒体（ 用紙）  

  □ 運搬を禁止し 、 又は行わない 

  □ その他（                                                  ）  

② 電磁的媒体 

  □ 運搬を禁止し 、 又は行わない 

  □ その他（                                                  ）  
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( ６ )  個人情報の送付方法 □ 特記事項第６ 条及び特記仕様書第４ 項の定めのと おり 、 その都度委託者の指定を受けて行います。  

□ その他（                                                    ）  

( ７ )  個人情報の廃棄方法 ① 紙媒体（ 用紙）  

□ 特記事項第10条及び特記仕様書第11項の定めのと おり 、 業務における 利用が不要と なっ た時又は契約終了時のいずれか早い

時に、 速やかに裁断処理し 、 証明書を作成し 、 委託者に提出し ます。  

□ その他（                                                   ）  

② 電磁的媒体 

 □ 特記事項第10条及び特記仕様書第11項の定めのと おり 、 業務における利用が不要と なっ た時又は契約終了時のいずれか早い

時に、 速やかに、 委託者立会いの元、 復元不可能な方法により 削除し 、 CD-R等の外部記録媒体は物理的破壊を 行っ た上で廃棄

し ます。 委託者の立会いがない場合には、 証明書を提出し ます。  

 □ その他（                                                   ）  

( ８ )  作業場所外で作業を 行う

場合の個人情報保護対策 

□ 該当なし （ 行う こ と がないため。）  

□ 該当あり （ 行う こ と があるため。）  

 （                                                        ）  

  

11 業務において利用する個人情報の電算処理における保護対策 

( 注１ )  紙媒体（ 用紙） のみ取り 扱う 業務を行う 場合には記入不要です。  

( 注２ )  鳥取県所有のパソ コ ン、 タ ブレ ッ ト 等の電子計算機のみを使用する場合には、 記入不要です。  

( １ )  業務において利用する個人情報に係る 

連絡のために用いる電子メ ールアド レス 

 

 

 

( ２ )  作業を行う 機器 □ 限定し ている（ ノ ート （ 携帯可能） 型 台、 デスク ト ッ プ（ 携帯不可） 型 台）  

□ 限定し ていない 

( ３ )  外部と の接続 □ 作業機器は外部と 接続し ていない 

□ 作業機器は外部と 接続し ている 

  接続方法： □ イ ンタ ーネッ ト  □専用回線 □ その他（                      ）  

  通信の暗号化： □ し ている □ し ていない 

( ４ )  アク セス制限 □ Ｉ Ｄ ・ パスワード 付与によるアク セス制限を実施し ている 

  Ｉ Ｄ の設定方法（                                         ）  

  パスワード の設定方法（                                      ）  

□Ｉ Ｄ ・ パスワード 付与によるアク セス制限を実施し ていない 
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( ５ )  不正アク セスを検知するシステムの有無 □ あり （ 検知システムの概要：                                    ）  

□ なし  

( ６ )  マルウェ アを検知するシステムの有無 □ あり （ 検知システムの概要：                                    ）  

□ なし  

( ７ )  Ｏ Ｓ ・ ソ フ ト ウェ アの更新 □ 常に最新のも のに自動アッ プデート するも のと なっ ている 

□ その他（                                             ）  

( ８ )  アク セスログ □ アク セスログを保存し ている（ 保存期間：           ）  

□ アク セスログを保存し ていない 

( ９ )  停電時のデータ 消去防止対策 □ 無停電電源装置 □ 電源の二重化 

□ その他（                                             ）  

□ なし  

( 10)  外国における個人情報の取扱いの有無 □ あり  

  □ 外国のサーバ上に個人情報が保存さ れているが、 外国のサーバ上で保存以外の個人情報の取扱いはない 

  □ 外国のサーバ上で個人情報が保存さ れており 、 外国のサーバ上で保存以外の個人情報の取扱いがある 

① 個人情報の取扱いがある外国の名称 

  

② 当該外国における個人情報の制度・ 保護措置等 

  

□ なし  

( 11)  その他の対策  

 

 

 

 

  

 


